
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  寄附金の取扱いの改正 

Ｑ：寄附金の損金算入限度額が改正された

そうですが、どのようになったのですか？ 

 

Ａ：次のようになりました。 

【解説】 

昨年暮れに改正があり、寄附金の損金算入

限度額が次のように改正されました。 

 ①一般寄付金の取扱い 

  税務上、寄附金は、一般寄付金と特定公益

増進法人に対する寄附金、国等に対する寄

附金、国外関連者に対する寄附金に区分さ

れ、一般寄付金と特定公益増進法人につい

ては、損金算入限度額が設けられています

(国外関連者に対する寄附金は、全額損金不

算入です)。一般寄付金の損金算入限度額は、

資本金等の額の0.25%相当額と所得金額の

2.5%相当額との合計額の４分の１(改正前

は２分の１)となり、資本を有しない法人等

については、所得金額の1.25%相当額(改正

前は2.5%相当額)となりました。 

 ②特定公益増進法人に対する寄附金 

  特定公益増進法人に対する寄附金の損金算

入限度額は、資本金等の額の0.375%相当額

(改正前は0.25%相当額)と所得金額の6.25%

相当額(改正前は5%相当額)との合計額の２

分の１に、資本を有しない法人等について

は、所得金額の6.25%相当額(改正前は5%相

当額)となりました。 
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